
「漆
紙
文
書
」
出
土
概
要

木
簡
と
と
も
に
、
地
下
か
ら
出
土
す
る
新
史
料
と
し
て
最
近
十
年
ほ
ど
の
間

に
と
く
に
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る

「
漆
紙
文
書
」
は
、
管
見
の
限
り
で
も
す
で

に
十
数
箇
所
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
史
料
的
価
値
を
明
ら
か
に
し
た

『
多
賀
城

漆
紙
文
書
』
の
よ
う
に

一
書
に
ま
と
め
ら
れ
れ
ば
、
き
わ
め
て
活
用
し
易
い
の

で
あ
る
が
、
多
く
は
発
掘
報
告
書
の
一
部
に
か
れ
ら
れ
る
程
度
で
あ
り
、
木
簡

と
同
様
に
独
自
に
集
成
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「漆
紙
文
書
」
が
全
く
の
偶

然
に
よ
っ
て
遺
存
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
が
廃
棄
さ
れ
た
漆
容
器
の
蓋

紙
が
漆
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
土
中
で
も
腐
食
す
る
こ
と
な
く
保
存
さ
れ
て
き

た
と
い
う
こ
と
は
、
漆
を
使
用
し
た
地
域
で
は
常
に
発
見
の
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は

一
点
で
も
、
木
簡
と
は
ち
が

つ
た
意
味
で
、

従
来
の
文
献
で
は
知
り
え
な
か
っ
た
よ
う
な
、
地
域
に
密
接
に
関
連

し

た
内

容

・
機
能
が
示
さ
れ
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
い
わ
ば
格
式
や
正
史
、
更
に
は

「
正
倉
院
文
書
」
な
ど
中
央
の
史
料
の
背
景
に
あ
る
生
き
た
文
書
の
世
界
を
示

し
て
く
れ
る
点
で
も
、
木
簡
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
新
史
料
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
余
白
を
活
用
し
て
、
現
在
ま
で
に
知
り
え
た
限
り
で

の

「漆
紙
」
の
出
土
概
要
を
か
か
げ
る
。
も
と
よ
り
す
べ
て
網
羅
し
た
と
は
い

え
ず
、
看
過
し
て
い
る
例
も
多
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
と

く
に
教
示
を
え
た
い
。
ま
た
、
右
の
よ
う
な
意
味
あ
い
か
ら
も
、
木
簡
と
と
も

に

「漆
紙
文
書
」
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
情
報
を
収
集
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ

り
、
あ
わ
せ
て
御
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。
な
お
本
概
要
の
作
成
に
あ
た
っ
て

は
、
多
く
の
方
々
の
御
協
力
を
え
た
が
、
と
く
に
お
世
話
に
な
っ
た
多
賀
城
跡

調
査
研
究
所
の
白
蔦
良

一
氏
に
は
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
紙
幅
の
関
係

で
内
容
等
に
つ
い
て
は
簡
略
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
出
上
状
況

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
具
体
的
に
の
べ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら

の
点
に
つ
い
て
不
十
分
な
が
ら
関
連
文
献
を
掲
げ
た
の
で
、
こ
れ
を
参
照
さ
れ

た
い
。

①
秋
田
城
跡

（秋
田
市
）

一
九
七
八
年
と

一
九
八
二
年
の
三
度
に
わ
た
っ
て
出

土
。
七
八
年
の
二
四
次
調
査
で
は
外
郭
築
地
予
想
線
外
側
の
竪
穴
住
居
跡
か

ら
赤
褐
色
土
器
に
付
着
し
た
漆
紙
二
点
が
発
見
さ
れ
、
う
ち

一
点
に
は
二
行

六
文
字
が
確
か
め
ら
れ
た
が
、　
う
ち

一
字
は

「虫
」

と
判
読
さ
れ
て
い
る

３
昭
和
五
三
年
度
秋
田
城
跡
発
掘
調
査
概
報
じ
。
さ
ら
に
本
年
八
月
に
は
内
郭
築

地
崩
壊
土
上
よ
り

「
出
挙
貸
付
様
文
書
断
簡
」
ほ
か
が
発
見
さ
れ
た
が
、
詳

細
は
今
後
の
正
式
報
告
に
ま
ち
た
い
。

②
胆
沢
城
跡

（岩
手
県
水
沢
市
）

一
九
七
六
年
の
第
二
二
次
、　
八
〇
年
の
第
三

七
次
、
八

一
年
の
第
二
九

・
四
〇
次

（北
方
官
衝
地
区
）
の
調
査
で
、
濤
跡

。
土
羨
跡
お
よ
び
井
戸
跡
等
か
ら
四
点
が
発
見
さ
れ
た
。
二
三
次
で
は
統
領

・
鎮
兵
の
公
根
支
給
関
係
の
文
書
、
三
七
次
で
は
文
選
の
習
書
が
発
見
さ
れ

て
い
る
が
、
と
く
に
三
九
次
の
は
具
注
暦
の
断
簡
と
み
ら
れ
延
暦
三
二
年
四

月
、
二
三
年
九
月
の
部
分
が
表
裏
に
書
か
れ
て
お
り
地
方
官
衛
で
の
暦
の
機



「漆紙文書」出土概要

能
を
考
え
る
場
合
に
も
注
目
さ
れ
、
四
〇
次
で
発
見
さ
れ
た
延
暦
二

一
年
の

軍
団
関
係
の
解
文
と
と
も
に
胆
沢
城
の
成
立
時
期
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る

３
胆
沢
城
跡
―
―
昭
和
五
六
年
度
発
掘
調
査
概
報
―
―
し
。
な
お
具
注
暦
木
簡
に

つ
い
て
は
原
秀
三
郎

「静
岡
県
城
山
遺
跡
出
土
の
具
注
暦
木
簡
に
つ
い
て
」

（本
誌
三
号
）
に
詳
し
い
。

③
多
賀
城
跡

（宮
城
県
多
賀
城
市
）
一
九
七
〇
年
か
ら
七
七
年
に
い
た
る
六
次
に

わ
た
る
調
査
で
発
見
さ
れ
た

一
〇
三
点
で

一，漆
紙
文
書
」
の
史
料
価
値
を
明

ら
か
に
し
た
記
念
碑
的
な
も
の
。
そ
の
内
容
は

『
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
盆

九

七
九
年
）
に
詳
論
さ
れ
て
お
り
、
計
帳
様
文
書
、
具
注
暦

（
宝
亀
十

一
年
）、

請
求
文
書
、
貢
進
文
書
、　
田
籍
文
書
な
ど
の
断
簡
で
あ
る
。　
年
代
の
粥
確

な
も
の
は
宝
亀
十

一
年
か
ら
弘
仁
十
四
年
に
及
ん
で
い
る
。
伊
治
皆
麻
呂
の

乱
後
の
多
賀
城
の
機
能
を
知
る
上
で
も
注
目
さ
れ
る

（前
掲
書
の
は
か
平
川
南

「多
賀
城
跡
発
見
の
計
帳
様
文
書
」
∧
「日
本
歴
史
」
三
一
二
号
∨
参
照
）。

④
伊
治
城
跡

（官
城
県
栗
原
郡
築
館
町
城
生
野
）

一
九
七
八
年
に
伊
治
城
内
の
竪

穴
住
居
跡
か
ら
出
土
し
た
土
師
器
杯
に
付
着
し
た
漆
蓋
紙

一
点
で
、
八
世
紀

末
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
文
字
は
な
い
よ
う
で
あ
る
（多
賀
城
関
連
遺
跡

発
掘
調
査
報
告
書
４

『伊
治
城
跡
Ｉ
』
一
九
七
九
年
）。

⑤
下
窪
遺
跡

（宮
城
県
柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
下
窪
囲
）

一
九
七
〇
年
に
釜
房

ダ
ム
建
設
に
と
も
な
う
水
没
地
域
の
発
掘
調
査
で
、
竪
穴
住
居
跡
か
ら
須
恵

器
高
台
杯
に
付
着
し
て
い
た
漆
紙

一
点
。
文
書
の
内
容
は
九
九
算
で
、
土
器

は
九
世
紀
後
半
か
ら

一
〇
世
紀
ご
ろ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（平
川
南

他

「宮
城
県
下
窪
遺
跡
の
漆
紙
文
書
」
∧
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
研
究
紀
要
Ⅶ
∨
）。

⑥
小
梁
川
遺
跡

（宮
城
県
刈
田
郡
七
ケ
宿
町
字
小
梁
川
）

七
ケ
宿
ダ
ム
建
設
に
と

も
な
う
水
没
地
域
の
遺
跡
調
査
の
第
二
年
度
と
し
て
本
年
発
掘
さ
れ
た
集
落

跡
の
竪
穴
住
居
跡
か
ら
出
土
し
た
土
師
器
杯
に
付
着
し
て
い
た

一
点
。
少
な

く
と
も
三
字
以
上
の
文
字
が
確
認
さ
れ
る
が
、

「
白
剛
酔
」
と
も
判
読
さ
れ

る
が
、　
詳
し
く
は
今
後
の
検
討
に
委
ね
た
い

（佐
藤
和
彦

「小
梁
川
遺
跡
出
土

の
漆
紙
文
書
」
∧
「小
梁
川
遺
跡
・
小
梁
川
東
遺
跡
現
地
説
明
会
資
料
」
所
収
∨
）。

⑦
郡
山
五
番
遺
跡

（福
島
県
双
葉
郡
双
葉
町
大
字
郡
山
宇
五
番

・
堂
ノ
上
）

当
遺
跡

は
標
葉
郡
衛
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
遺
跡
で
あ
り
、　
一
九
七
九
年
に
掘
立
柱

建
物
遺
構
上
の
黒
土
層
か
ら
土
師
器
杯
に
付
着
し
て

一
点
が
出
上
し
た
。
杯

は
八
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
前
半
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
漆
紙
に
は
文
字

は
確
認
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（『郡
山
五
番
遺
跡
Ш
』、
同
書
所
収
桑
原
滋

郎

「
五
番
遺
跡
の
漆
紙
に
つ
い
て
し
。

③
板
倉
前
Ｂ
遺
跡

（福
島
県
西
白
河
郡
東
村
大
字
上
野
出
島
字
板
倉
前
）

一
九
七
八

年
、
当
遺
跡
を
含
む
母
畑
地
区
の
画
場
整
備
事
業
に
と
も
な
う
調
査
で
、
九

世
紀
前
半
と
考
え
ら
れ
る
竪
穴
住
居
跡
よ
り
上
師
器
杯
に
付
着
し
て

一
点
が

出
土
し
た
。
内
容
は
不
詳

（『母
畑
地
区
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
Ш
し
。

③
鹿
の
予
Ｃ
遺
跡

（茨
城
県
石
岡
市
鹿
ノ
子
）
常
磐
自
動
車
道
建
設
に
と
も
な
う

一
九
七
九
年
か
ら
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
八
〇
年
に
竪
穴
住
居
跡

・
工
房
跡

か
ら
三
〇
〇
点
以
上
出
上
し
た
。
多
賀
城
跡
の
場
合
と
同
様
に
漆
貯
蔵
容
器

の
蓋
紙
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
漆
を
使
用
し
た
工
房
関
連
遺
跡



で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
文
書
の
内
容
は
現
在
調
査
検
討
中
と
の
こ
と

で
あ
る
が
、
八

一
年

一
〇
月
に
刊
行
さ
れ
た
調
査
概
要
に
よ
れ
ば
、
田
籍
関

係
文
書
・計
帳
様
文
書
・具
注
暦
な
ど
の
公
的
な
文
書
の
断
簡
を
多
く
含
ん
で

い
る
よ
う
で
あ
り
、
地
方
官
衝
の
文
書
行
政
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
の
に
も

貴
重
な
史
料
と
考
え
ら
れ
、　
一
日
も
早
い
調
査
結
果
の
刊
行
を
期
待
し
た
い

（茨
城
県
教
育
財
団

『鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
』
一
九
八
一
年
）。

⑩
下
野
国
府
跡

（栃
木
市
日
村
町
）

国
庁
の
遺
構
と
し
て
近
年
多
く
の
成
果
を

あ
げ
て
い
る
当
遺
跡
で
八
二
年
政
庁
西
側
の
上
拡
か
ら
三
点
以
上
が
出
上
し

た
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の

一
部
に
は

「延
暦
」
の
文
字
が
み
ら
れ

る
。
木
簡
と
あ
わ
せ
て
、
検
討
の
結
果
が
待
た
れ
る
。

①
羽
東
師
遺
跡

（京
都
市
伏
見
区
羽
束
師
菱
川
町
）

本
遺
跡
は
長
岡
京
左
京
四
条

二
・
三
坊
に
あ
た
る
が
、
街
路
新
設
工
事
に
と
も
な
う
発
掘
調
査
で

一
九
八

〇
年
八
月
に
土
羨
か
ら
二
点
発
見
さ
れ
た
。　
一
点
は
志
斐
連
弓
床

呂

ら
七

（
八
）
人
分
の
戸
籍
の
一
部
で
あ
り
、
あ
る
い
は
天
平
勝
宝
四
年
の
戸
籍
断

簡
か
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ま

一
点
は
戸
口
の
集
計
ら
し
く
三
五
人
分

が
記
さ
れ
て
お
り
、　
二
点
あ
わ
せ
て

一
一
三
字
が
判
読
で
き
る

全
爪
都
市
埋

蔵
文
化
財
研
究
所

『長
岡
京
』
一
九
八
一
年
）。

②
長
岡
京
跡

全
八
都
府
向
日
市
）

一
九
八

一
年
に
左
京
四
条
二
坊
九
町
の
発
掘
で

三
条
大
路
南
側
濤
か
ら
漆
蓋
紙
の
一
部
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
文
字
は
二
行

に
わ
た
っ
て
十
数
字
確
認
で
き
る
が
、
未
だ
十
分
に
判
読
さ
れ
て
い
な
い
た

め
、
内
容
は
今
後
の
検
討
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

（本
誌
三
〇
頁
）。

⑬
平
城
京
跡

（奈
良
市
）

現
在
ま
で
に
六
点
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず

一
九
六
六
年
に
左
京
三
条

一
坊
の
東
北
隅
の
宅
地
の
上
羨
か
ら
発
見
さ
れ
、

戸
籍
な
い
し
は
計
帳
の
断
簡
と
考
え
ら
れ
、
伴
出
遺
物
か
ら
の
推
定
で
は
養

老
年
間
か
そ
れ
以
前
の
造
籍
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る

（本
誌
三
号
一
一
四
頁

赤
照
）
。
さ
ら
に

一
九
七
〇
年
七
月
の
六
八
次
調
査
で
は
東
院
南
の
坊
間
大
路

西
側
濤
か
ら
漆
の
付
着
し
た
紙
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
う
ち
二
点
に
は
田
地
に

関
す
る
文
書
の
ほ
か

「
宝
亀
二
年
」
の
年
紀
が
み
ら
れ
る
断
簡
が
あ
る
金
平

城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
八
』
一
九
七
一
年
）。　
さ
ら
に

一
九
七
五
年
に
左

京
八
条
三
坊
の
東
市
周
辺
の
濤
か
ら
三
点
が
発
見
さ
れ
た
が
、
判
読
で
き
る

も
の
と
し
て
は

「
水
猪
」
と
よ
め
る
も
の
が

一
点
あ
る

（『平
城
京
左
京
八
条

三
坊
発
掘
調
査
概
報
』
一
九
七
六
年
）。

⑭
吉
田
南
遺
跡

（神
戸
市
垂
水
区
玉
津
町
吉
田
）

当
遺
跡
は
奈
良
末
を
平
安
期
の

官
衝

・
集
落
遺
跡
と
み
ら
れ
る
が

一
九
七
八
年
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
。
遺

跡
東
北
部
の
河
川
跡
の
奈
良
平
安
時
代
前
期
の
土
器
を
含
む
粘
質
土
層
か
ら

須
恵
器
杯
に
付
着
し
て
出
上
し
て
い
る
が
、
内
容
は
不
詳
で
あ
る

（璽
口田
南

遺
跡
現
地
説
明
会
資
料
」
Ｖ
）。

⑮
大
宰
府
跡

（福
岡
県
筑
紫
郡
太
宰
府
町
）

一
九
八

一
年
の
第
七
四
次
調
査
で
学

校
院
東
辺
部
の
濤
状
遺
構
か
ら
須
恵
器
に
付
着
し
て
発
見
さ
れ
た
。
土
器
は

平
安
期
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
文
字
は
三
ぞ
四
字
は
確
認
で
き
る
が
、
う
ち

一
字
は

「
見
」
と
判
読
で
き
る

（
『
大
宰
府
史
跡
』
∧
昭
和
五
六
年
度
発
掘
調
査

概
報
∨

一
九
八
二
年
）。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（佐
藤
宗
諄
）




